
　
今
回
、
改
正
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
日
常
生
活
や
経
済
活
動
に

関
係
す
る
契
約
の
ル
ー
ル
。
明
治
29

年
に
制
定
さ
れ
、
以
来
大
幅
な
改
正

は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
賃
貸
住
宅
に

関
し
て
も
、「
敷
金
」「
原
状
回
復
」

に
つ
い
て
新
し
い
ル
ー
ル
を
定
め
て

い
ま
す
。

　
時
代
の
変
化
に
対
応
し
、
多
様
化

す
る
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
の
が

狙
い
と
い
え
ま
す
。

　
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
賃
借
人
の

債
務
を
担
保
す
る
敷
金
に
つ
い
て
、

「
賃
貸
人
は
賃
貸
借
が
終
了
し
、
賃

貸
物
の
返
還
を
受
け
た
と
き
、
ま
た

は
、
賃
借
人
が
適
法
に
賃
借
権
を
譲

渡
し
た
と
き
は
、賃
借
人
に
対
し
、敷

金
の
額
か
ら
賃
貸
借
に
基
づ
い
て
生

じ
た
賃
借
人
の
賃
貸
人
に
対
す
る 

金
銭
債
務
を
控
除
し
た
残
額
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。ま
た
、「
賃

貸
人
は
、
賃
借
人
が 

金
銭
債
務
を
履

行
し
な
い
と
き
は
、
敷
金
を
当
該
債

務
の
弁
済
に
充
て
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
し 

た
規
律
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
原
状
回
復
義
務
に
対
し
て

は
、｢
賃
借
人
は
、
賃
借
物
を
受
け
取

っ
た
後
に
こ
れ
に
生
じ
た
損
傷
（
通

常
の
使
用
及
び
収
益
に
よ
っ
て
生
じ

た
賃
借
物
の
損
耗
並
び
に
賃
借
物
の

経
年
変
化
を
除
く
）

が
あ
る
場
合
、
賃
貸

借
が
終
了
し
た
と
き

は
、
そ
の
損
傷
を
原

状
に
復
す
る
義
務
を

負
う
。
た
だ
し
、
そ

の
損
傷
が
賃
借
人
の

責
め
に
帰
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
事
由
の

と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
」
と
し
て
い

ま
す
。

　
要
は
、敷
金
は
「
賃

貸
借
契
約
が
終
了
し

た
と
き
、
賃
料
の
不

払
い
が
な
い
場
合
、

借
主
に
返
還
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と

明
文
化
、
ル
ー
ル
化

さ
れ
る
も
の
で
す
。
原
状
回
復
に
つ

い
て
も
「
通
常
の
使
用
に
よ
る
損
耗
、

経
年
変
化
の
損
傷
を
除
く
」
と
明
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
行
で
は
、敷
金
を
原
状
回
復
費
用

に
充
て
て
、修
理
代
金
を
差
し
引
い
て

返
却
す
る
「
敷
引
特
約
契
約
」
が
多
い

の
で
す
が
、
改
正
法
で
は
、
貸
主
は
借

主
に
契
約
終
了
時
に
敷
金
を
返
却
す

る
よ
う
に
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。

　
話
し
合
い
や
国
土
交
通
省
、
東
京

都
の
「
ト
ラ
ブ
ル
防
止
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
参
照
し
て
解
決
し
て
き
た
こ

と
を
法
律
で
ル
ー
ル
化
し
て
、「
賃
貸

契
約
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
」
を
未
然

に
防
ぐ
の
が
狙
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
土
交
通
省
の
「
原
状
回
復
を
め
ぐ

る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が

こ
れ
ま
で
は
参
考
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た

の
が
、
判
断
の
ベ
ー
ス
に
な
る
よ
う

で
す
。

　
従
来
、
不
動
産
の
取
引
き
、
賃
貸

借
契
約
に
は
宅
地
建
物
取
引
業
法
を

中
心
に
、
借
地
借
家
法
、
消
費
者
契

約
法
、
民
法
等
の
運
用
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
き
た
の
を
、
現
行
民
法
を
改

正
し
て
基
本
的
な
ル
ー
ル
の
明
文
化

を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
新
ル
ー
ル
が
打
ち
出
さ

れ
た
こ
と
で
、
今
後
は
法
律
に
沿
っ

て
運
用
す
る
こ
と
が
厳
格
に
求
め
ら

れ
、賃
貸
経
営
の
ス
タ
ン
ス
に
も
、や

や
工
夫
が
必
要
と
な
り
そ
う
で
す
。

　土地価格が落ち着きを見せています。景気の好
環境や大都市圏における再開発事業の推進等が影
響したものです。
　平成 28 年１月以降の１年間の地価（29 年地価
公示結果）について、国土交通省から発表された
が、全国平均では全用途平均は２年連続の上昇と
なりました。用途別では、住宅地は昨年の下落か
ら横ばいに転じ、商業地は２年連続の上昇となり、
上昇基調を強めています。三大都市圏を見ると、
住宅地は大阪圏が昨年の上昇から横ばいとなった
以外、ほぼ前年並みの小幅な上昇を示しています。
商業地は名古屋圏を除き上昇基調を強め、工業地
は総じて上昇基調を継続しています。
　また地方圏を見ると、札幌、仙台、広島、福岡
の地方４市では総ての用途で三大都市圏を上回る
上昇を示し、地方圏のその他の地域においても総
ての用途で下落幅が縮小しています。
　背景には、経済事情に加え、高まる
インバウンド需要が雇用人員の人手不
足や仕入れ価格の上昇を招き、地価上
昇を促していることが挙げられます。

　

多
様
な
賃
貸
住
宅
が
各
地
で
建
設
さ

れ
て
い
ま
す
。
個
性
的
な
賃
貸
住
宅
と

し
て
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
が
定
着
し
た
感
が

あ
り
ま
す
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
思
い
切
り

絞
り
込
ん
で
、
入
居
者
と
い
え
ば
ま
る

で
同
好
者
の
集
ま
り
の
よ
う
で
す
。
そ

こ
で
こ
こ
１
ヵ
月
ほ
ど
の
間
に
新
設
さ

れ
た
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
の
中
か
ら
、
何
か

の
参
考
に
な
る
か
と
思
い
目
を
引
い
た

事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　

東
京
・
北
区
に
完
成
し
た
の
は
女
性

専
用
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
。
築
45
年
以
上
経

つ
戸
建
て
を
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
に
改
装
し

た
も
の
で
、
壁
や
階
段
な
ど
も
と
の
建

物
の
名
残
り
を
と
ど
め
つ
つ
、
設
備
を

新
し
く
し
て
、
リ
ビ
ン
グ
や
個
室
の
窓

か
ら
季
節
の
植
栽
が
望
め
、
味
わ
い
深

い
物
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

東
京
・
練
馬
区
に
オ
ー
プ
ン
し
た
の

は
国
際
交
流
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
。
フ
ラ
ン

ス
語
と
英
語
上
達
の
た
め
の
シ
ェ
ア
ハ

ウ
ス
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
を
上
達

さ
せ
た
い
人
が
対
象
者
と
な
っ
て
い
ま

す
。
世
界
各
国
か
ら
の
留
学
生
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
留
学
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
企
業

と
提
携
し
、
日
常
的
に
語
学
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
が
で
き
る
留
学
と
同
等
の
環
境
を

提
供
す
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

　

東
京
・
葛
飾
区
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
猫

専
用
賃
貸
」
は
世
界
的
に
も
珍
し
い
猫

専
用
デ
ザ
イ
ナ
ー
ズ
・
ア
パ
ー
ト
メ
ン

ト
。
全
７
戸
の
部
屋
に
は
、
猫
と
人
が

快
適
に
暮
ら
せ
る
仕
組
み
が
施
さ
れ
、

猫
が
３
次
元
に
動
け
る
よ
う
キ
ャ
ッ
ト

ウ
ォ
ー
ク
や
ロ
フ
ト
の
設
置
、
安
心
し

て
猫
を
バ
ル
コ
ニ
ー
に
出
せ
る
設
計
や

猫
ト
イ
レ
の
置
き
場
に
も
配
慮
さ
れ
て

い
ま
す
。
横
浜
・
青
葉
区
に
オ
ー
プ
ン

し
た
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
×
シ
ェ
ア
ハ
ウ

ス
も
ユ
ニ
ー
ク
で
す
。
Ｄ
Ｊ
の
音
楽
に

合
わ
せ
て
バ
イ
ク
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が

で
き
る
ス
ピ
ニ
ン
グ
マ
シ
ン
や
、
世
界

中
の
ア
ス
リ
ー
ト
達
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
競
走
で
き
る
体
感
型
オ
ン
ラ
イ
ン
サ

イ
ク
リ
ン
グ
を
完
備
し
た
新
ス
タ
イ
ル

の
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
で
す
。

地価公示が全用途平均で２年連続の上昇
背景にはインバウンド需要が要因に

｢

敷
金｣

や｢

原
状
回
復｣

の
取
り
扱
い
に
新
ル
ー
ル
適
用
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｢

民
法
の
改
正
案｣

が
衆
議
院
で
可
決 

今
後
は
法
律
に
沿
っ
て
運
用

徹
底
し
て
入
居
者
ニ
ー
ズ
を
絞
り
込
む

継
続
性
が
長
期
の
経
営
安
定
に
貢
献

個性化進む｢シェアハウス｣ 賃貸マーケット情報

　

明
治
29
年
以
来
初
め
て
改
正
さ
れ
る
「
民
法
」
の
債
権
関
係
の
法
律
、「
民
法

の
改
正
案
」
が
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
成
立
後
、
施
行
日
は
交
付
か
ら

３
年
以
内
で
す
が
、
契
約
ル
ー
ル
の
抜
本
的
な
見
直
し
と
な
る
改
正
案
に
よ
っ

て
、
敷
金
や
原
状
回
復
の
取
り
扱
い
に
新
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

長年の「商習慣」で、担保としての預かり金の「敷金」が、法律に
よってその内容が明確にされたのが大きな規定事項といえます

　

世
界
的
に
も
珍
し
い｢

猫
専
用
賃
貸｣

個性的な賃貸住宅は運営に
も工夫が必要とされます

　
現
行
民
法
を
改
正
し
て
、基
本
的
な

　
ル
ー
ル
の
明
文
化
を
図
る

本格運用までに時間がありますので、
敷金・原状回復について認識を確認
しておくことも必要かもしれません



 


